
（
抄
）

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図
る
の
に
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
及
び
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
農
村
の
振
興
）

第
五
条

農
村
に
つ
い
て
は
、
農
業
者
を
含
め
た
地
域
住
民
の
生
活
の
場
で
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
の
持

続
的
な
発
展
の
基
盤
た
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
農
業
の
有
す
る
食
料
そ
の
他
の
農
産
物
の
供
給
の
機

参考資料１



能
及
び
多
面
的
機
能
が
適
切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
農
業
の
生
産
条
件
の
整
備
及
び
生
活
環
境
の
整
備
そ
の
他
の

福
祉
の
向
上
に
よ
り
、
そ
の
振
興
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

基
本
的
施
策

第
四
節

農
村
の
振
興
に
関
す
る
施
策

（
農
村
の
総
合
的
な
振
興
）

第
三
十
四
条

国
は
、
農
村
に
お
け
る
土
地
の
農
業
上
の
利
用
と
他
の
利
用
と
の
調
整
に
留
意
し
て
、
農
業
の
振
興
そ
の
他
農

村
の
総
合
的
な
振
興
に
関
す
る
施
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
地
域
の
農
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
と
と
も
に
、
景
観
が
優
れ
、
豊
か
で
住
み
よ
い
農
村
と
す
る
た
め
、
地
域
の

特
性
に
応
じ
た
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
と
交
通
、
情
報
通
信
、
衛
生
、
教
育
、
文
化
等
の
生
活
環
境
の
整
備
そ
の
他
の
福

祉
の
向
上
と
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
中
山
間
地
域
等
の
振
興
）

第
三
十
五
条

国
は
、
山
間
地
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
そ
の
他
の
地
勢
等
の
地
理
的
条
件
が
悪
く
、
農
業
の
生
産
条
件
が
不
利



な
地
域
（
以
下
「
中
山
間
地
域
等
」
と
い
う

）
に
お
い
て
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
新
規
の
作
物
の
導
入
、
地
域

。

特
産
物
の
生
産
及
び
販
売
等
を
通
じ
た
農
業
そ
の
他
の
産
業
の
振
興
に
よ
る
就
業
機
会
の
増
大
、
生
活
環
境
の
整
備
に
よ
る

定
住
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
中
山
間
地
域
等
に
お
い
て
は
、
適
切
な
農
業
生
産
活
動
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
農
業
の
生
産
条
件
に
関
す
る

不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
多
面
的
機
能
の
確
保
を
特
に
図
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
都
市
と
農
村
の
交
流
）

第
三
十
六
条

国
は
、
国
民
の
農
業
及
び
農
村
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
健
康
的
で
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活

に
資
す
る
た
め
、
都
市
と
農
村
と
の
間
の
交
流
の
促
進
、
市
民
農
園
の
整
備
の
推
進
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

２

国
は
、
都
市
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
農
業
に
つ
い
て
、
消
費
地
に
近
い
特
性
を
生
か
し
、
都
市
住
民
の
需
要
に
即
し
た

農
業
生
産
の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



第
四
章

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

（
設
置
）

第
三
十
九
条

農
林
水
産
省
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

（
権
限
）

第
四
十
条

審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
又

は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

、
家
畜
改
良
増

）

殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号

、
飼
料
需
給
安
定
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号

、
酪
農
及
び

）

）

肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号

、
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十

）

六
年
法
律
第
十
五
号

、
畜
産
物
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号

、
砂
糖
の
価
格

）

）

調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号

、
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

）

第
百
十
二
号

、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号

、
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四

）

）



十
六
年
法
律
第
三
十
五
号

、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号

、
食
品
流
通
構

）

）

造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号

、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

）

第
百
十
三
号
）
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（
組
織
）

第
四
十
一
条

審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

４

第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

、

、

、

第
四
十
二
条

審
議
会
は

そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
委
任
規
定
）

第
四
十
三
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。


